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【経営】 

Ⅰ 社会福祉事業成功の条件 

１ 赤字にしないための心構え！ 

 社会福祉法人は利益追求できない。しかしこのこと 

の本当の意味を誤解している人が多い。 

 

 社会福祉法人が利益追求してはいけないという意味は、「収支差益を個人に 

還元してはならない」ということです。 

健全な法人経営を続け、長く、福祉事業の領域で社会に貢献するためには、職 

員を雇用し、既存事業を滞りなく続けるだけでなく、借入金を返済し、かつ新 

規プロジェクトに再投資するためには当然、利益（収支差益)が必要です。 

そして、さらなる社会貢献活動を行うためにも、その差益は必要となります。 

 儲け主義は許されませんが、法人経営をつつがなく行うための真っ当な利益 

の確保は、施設管理者の使命と責任です。 

 今後ますます、福祉業界は人手不足に見舞われるでしょう。そうした環境下 

で人材を確保するためには、福祉事業に従事する人たちの満足を得るための施 

策が必要になることは言うまでもありません。他の産業にもまして、人材は、 

福祉事業の宝であることは間違いありません。 

 しかし、だからといって従業員の満足が利用者の満足に勝るはずはありませ 

ん。ここを間違えてはならないと思います。 

 これは、社会福祉はサービス業（新たな保険制度が始まった際、厚労省は、 

今後の社会福祉法人は、措置制度から「福祉サービス」への転換をすることを 

明確に宣言しました。)であるという基本概念の基、利用者に奉仕していくと 

いう姿勢を忘れてしまってはならないでしょう。 

 

 

 

 

  

二宮尊徳 

 「道徳」のない商いは「罪悪」 

 「経済」のない道徳は「寝言」 
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２ 社会福祉法人の経営について考える 
 

  １月 16日、1月 17 日、事務所主催で「中期事業計画と予算」をテーマとした社 

 会福祉法人向けセミナーを開催させていただきました。両日併せて 25法人 30 名の 

方々のご参加をいただきました。参加者としては内容が内容だけに理事長、施設長、 

事務長と法人での意思決定権者である経営幹部の方々が多く参加されました。 

                

開催してみて、分かったことがいくつかございまし           

                        た。一般に経営といえば、経営理念→経営方針→中期              

            経営計画（戦略）→短期経営計画という計画を基に事         

                        業が展開されますが、その辺りのことをセミナーの途 

                        中途中で、いろいろご質問させていただきました。 

 

中期経営計画を作成されている社会福祉法人は少ない 

 まず、参加者の方々に「中期経営計画を作成されている社会福祉法人の方は手を上 

げてください」と申し上げたところ参加法人 25法人の内、2法人だけでした。 

 では、次に作成された中期経営計画、あるいは翌年度の短期経営計画の説明を職員 

の方々に行っている法人はございますか、とお聞きしたところ 1法人のみでした。 

 

短期経営計画は何のために作るのか 

 さて、いずれの社会福祉法人でも翌年度の予算を作成し、決算前までに理事会での 

承認をいただきますが、それは一体何のために行うのでしょうか？ 

 おそらく、多くの方は、「それは、定款の条文に 

理事の業務として、予算の承認があり、経理規定上 

も理事長が予算の作成にかかわることが明文規定さ 

れているため、作成しているのです」とお答えにな 

るのではないでしょうか。 

 

（予算の事前作成） 

第１６条 前条の予算は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事総

数（現在数）の３分２以上の同意及び評議員会の承認を受けて確定する。 

                           モデル経理規定より抜粋 

 

 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://publicdomainq.net/images/201705/02s/publicdomainq-0008644wbb.jpg&imgrefurl=https://publicdomainq.net/business-man-thinking-0008644/&docid=hMPI3U1vKmoqGM&tbnid=oohf4VTWIGaI2M:&vet=10ahUKEwi38KPI4YLgAhWEfbwKHc0uDpMQMwjyASgVMBU..i&w=387&h=700&bih=458&biw=979&q=%E6%82%A9%E3%82%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwi38KPI4YLgAhWEfbwKHc0uDpMQMwjyASgVMBU&iact=mrc&uact=8
https://yaimatime.com/otoku/60945/
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 しかし本来予算とは、経営に活かすために作成するものです。しかし現実にはそう 

はなっていません。その証拠に、作成された予算の実践者はあくまでも現場スタッフ 

ですから、予算内容については、理事会承認の前に、まずは現場スタッフに予算達成 

のための行動計画が知らされていなければならないはずです。しかし、実際には現場 

スタッフの方々への説明はなく、理事会承認をいただいているのが実態ではないでし 

ょうか。 

現場のスタッフには、何も知らされず、次年度の予算が決定する。そして決定された 

予算書は実績と予算の比較検証もされず、決算間近に補正予算と称して実績に合わせ 

た予算書が新たに作成され、理事会において承認をいただく。 

  

 セミナーに参加された方にその辺りを聞きすると「実は、 

私も何のために予算を作っているのかわからないのです。 

おっしゃるとおり、決算間近に、補正予算として、実績に 

帳尻を合わせるのですから、予算自体、何の意味があるの 

か私自身も疑問に思っているのです」と。 

  

ですからそこには、中期経営計画はなく（勿論、立派な中期経営計画を作成されて 

いる社会福祉法人もございますが少数派です。)、社会福祉法人では日々の業務に忙 

殺されている。というのが現状ではないでしょうか。 

 

 時間を作ってセミナーにご参加いただいた受講者の方々には大変失礼なことを申し 

あげてしまったのですが、この機会に 1人でも多くの方が、予算作成の本当の意味を 

ご理解いだき、実践していただければ、福祉施設の経営は必ず安定することは間違い 

ないと確信しています。 

 

 私は、社会福祉法人のご支援をさせていただく前は、以前勤務していた会社で中堅 

企業の財務コンサルタントとして、企業の予算作成のご支援をさせていただく仕事を 

していました。 

 次年度の予算作成会議では、社長をはじめ各部署の 

責任者が一同に会し、予め作成された部署ごとの次年 

度予算書がスクリーンに映し出されます。部署の責任 

者は予算達成のための活動計画を各部署のスタッフと 

念密に練り上げて参加していますから、役員の方々か 

らの鋭い質問についても、論理的に答えておられました。 

しかし、意見の相違というものは必ずありますから、激しい口論のやり取りの場と 

なることもございました。 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi22N-y44LgAhUMgLwKHSU-BwUQjRx6BAgBEAU&url=https://jp.depositphotos.com/126876874/stock-illustration-business-meeting-in-the-company.html&psig=AOvVaw3h6VQ39e0zlQoVUtfwPcTL&ust=1548294102985595
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://illust-navi.com/wp-content/uploads/2018/07/00104worried-man.png&imgrefurl=https://illust-navi.com/worried-man/&docid=325WYpP_q9iwKM&tbnid=Vxr3iEvlaN6CqM:&vet=10ahUKEwi38KPI4YLgAhWEfbwKHc0uDpMQMwiSAig1MDU..i&w=700&h=450&bih=458&biw=979&q=%E6%82%A9%E3%82%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwi38KPI4YLgAhWEfbwKHc0uDpMQMwiSAig1MDU&iact=mrc&uact=8
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各部署責任者の方々は、仕事についての誇りをもっていますから、その事業の業績が

一時的に悪い場合であっても、それを挽回する活動計画を持って参加しています。 

 この時の会議は、朝早くから夜遅くまで、決着がつかなければ翌日も続けて行われ 

るれるなどは当たり前でした。各部署の責任者にとって予算の承認はその事業が続け 

られるかどうかの瀬戸際（事業の中止あるいは事業計画のやり直しを宣告されること 

もございます)ですから、まさに真剣勝負となります。 

 このように熱を帯びた予算会議で承認された事業については、活動計画も決まって 

いましたので、そこに従事する社員の方々は迷うことなく業務に邁進しておられまし 

た。しかし、そこまでやっても思うように業績が伸びないこともございました。反対 

に事業が大きく成長し、他の事業の赤字を埋めてしまうほどの黒字となる場合もござ 

いました。 

 

 さて、社会福祉法人の場合はどうでしょうか。介護福祉事業の場合、高齢者の方々 

の人生の最後の幸せを実現させてあげることが使命であるとすれば、使命の達成と施 

設の存続のために理事長、施設長、事務長、現場スタッフの方々の喧々諤々の議論の 

末に、次年度の予算が作成されるべきではないかと考えるのは、私だけでしょうか。 

 理事長や施設長お１人の考えではたかが知れていると思われませんか。そこで働く

方々の知恵と協力を得なければ、地域で喜ばれる社会福祉法人にならないことは明ら

かです。そのことは、すでに多くの社会福祉法人で実証されています。 
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【労務】 

Ⅱ 社会福祉法人の人材確保(その３) 

 １ 求人募集の注意点 

 1 月号では、今や「求職者を法人が選ぶ時代から求職者から法人が選ばれる時代」

となったこと、そして求人をする中で３つのマーケッティング原則、「誰」を(誰をタ

ーゲットにするのか、その絞り込みの方法、２.「何」を(その法人に入社するメリッ

トをどのように伝えるのか)について記述させていただきました。 

 今月はマーケッティング原則の３．「どのように」についてを記述します。 

「どのように」とは「どのような方法で求人を広く効果的に知らしめるのか」という 

ことです。 

 

（１）「ＡＩＤＡＳ（アイダス)」の原則 

 採用の現場で、よく使われるのが「ＡＩＤＡＳ（アイダス)」の原則です。 

これは、求職者が入社するまでの心理状態を表現したもので、以下の５つのキーワー 

ドの頭文字を取ったものです。 

 求職者が法人選びをするには、そもそも 

その法人を知らなければ（認知しなければ） 

なりません。なんらかの手段で法人の存在を 

知って、興味あれば「どんな法人だろう？」 

とＷｅｂなどで調べるでしょう。 

「よさそうだ」と思えば、次は、実際に施設 

を見学したくなります。実際は車で施設やそ 

の周辺を見にきます。 

 特に若い方は、ネット上の情報は”飾られ 

ている"ことを知っているため、自分の目で 

確かめるまでは選考のステップには進みづらくなります。例えば建物などの外観はネ

ット上では美しく綺麗な写真ですが、実際に来てみると外観は古くて外壁なども汚れ

ているなどです。納得するまで調べた結果、「入社したい」と感じることができれば、

はじめて選考に申し込みます。そして面接ですが、面接官の態度を観察したり、言葉

づかいを聞いて求職者はこの法人に入社すべきかどうかを自ら判断します。 

 選考の結果、内定（今はよほど問題がなければ、ほぼ内定となります)を出したと 

しても、それで法人側として安心してはいけません。 

Attention（認知する） 

 

Inter rest（興味） 

 

Desier（欲求） 

 

Action（行動) 

 

Satisfaction（満足） 
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 今は複数の法人から内定をもらっているのは当たり前と考え、「この法人でよか 

った」と感じてもらわなければ、入社には至らない（内定辞退)からです。 

 この流れに沿ってさまざまなテーマで工夫すれば、成果はおのずと上がるはずです。

各段階でのアクションは以下のようになります。 

  求職者の心理状態   アクションプラン（強化する) 

Attention 認知する □ハローワーク 

□「Indeed」などのネット広告 

□オリコミ 

□フリーペーパー等 

Interrest 興味をもって調べる □ホームページ 

□法人案内パンフレット 

□求職ガイダンス  

Desier さらに深く知って「入

社したいと」と思う 

□法人説明会 

□施設見学 

□地域の評判 

（特にシニアの方や学卒者の親御さ

んは地域の評判を気にしています) 

Ａction 選考（面接)を受ける □面接申し込み 

□面接アポイント 

□採用面接 

Satisfaction 内定後に他の法人の

内定を断って、入社 

を決意する。 

 

□内定者のフォロー 

 

 法人が採用でうまくいかないのであれば、まずは５つのステップのどこかに問題 

がないかを検討してみましょう。 

 仮に法人（施設)の存在は充分に知られていても、「ホームページ」や「法人の案 

内パンフレット」など、内実を調べるためのツールが不十分であれば、求職者は次の 

段階には進んでくれません。 

 そもそも、ホームページに求職者向けの情報がほとんど載っていないサイトも数 

多く存在します。介護事業者で「法人案内パンフレット」を持っておられるのは少 

数派かもしれません。しかし、それは求職者の立場に立ったら関係ありません。 

選択肢から除外するだけのことです。 

 ホームページやパンフレットのリニュアールをすることは採用強化には不可欠です。 
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（２）ホームページの落とし穴 

 ここ数年で、介護業界でもホームページの重要性が飛躍的に高まっています。 

面接にこられた方に、ホームページをご覧になったかどうかを確認してみてください。 

かなりの確率で「見た」と回答されることでしょう。 

 

                 最近の調査によれば、求職者のうち年配の方を 

                除き 100%の方がホームページを見ていることが確 

                認されました。さらに言えば求人を知った媒体は、 

                ハローワークや施設の看板、オリコミ広告、フリ 

                ーペーパー、ネット広告でした。 

 ホームページは、最初に接した募集媒体ではないのです。別の媒体を見て、最終的

にホームページにたどり着いたというわけです。 

 

 確かに、皆さんが転職活動をするとすればどうでしょうか。私の場合で考えると、 

恐らく、まずハローワークに出向き、良さそうなところをビックアップしても、すぐ 

には面接申し込みの予約はいれません。きっとその前にホームページで調べて、納得 

してから面接の申し込みをすることでしょう。 

 つまり、すべての募集チャネルがホームページに通じているのです。 

 

 そうであれば、オリコミ紙やフリーペーパーで求人広告を出すときには、「ホーム 

ページに誘導すること」を意識して作成しなくてはなりません。 

最低限、以下のような情報を入れておく必要があります。 

 

□ ＱＲコード 

□ 検索窓 

□ ホームページＵＲＬ  

 

（３）採用に勝つ! ホームページチェックリスト 

 仮に、ホームページに誘導することに成功したとしても、求職者に入社を動機づけ

るには、ほど遠いサイトが多いのが現実です。 

 今までの介護業界は、ホームページを強化せずとも、利用者獲得も採用にも、それ

ほど困りませんでしたから、対応の遅れは理解できます。しかし、これからはそうは

いきません。 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://www.sr-consultant.net/wp-content/uploads/2013/07/img_e046.gif&imgrefurl=https://www.sr-consultant.net/syusyoku_johogen.html&docid=3KsLtnTb-4dZQM&tbnid=EhyWIOEcy6mviM:&vet=10ahUKEwjFnYmB5ILgAhWMabwKHbhtDmoQMwhJKAswCw..i&w=250&h=224&bih=458&biw=979&q=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%B1%82%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwjFnYmB5ILgAhWMabwKHbhtDmoQMwhJKAswCw&iact=mrc&uact=8
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 よくあるＮＧが、求人のページに「募集職種」「給与」「待遇」「勤務時間」など

の最低限の情報しか掲載されていないのです。 

 こうした条件面で他社を圧倒できるなら、それでも応募を期待できるかもしれませ

んが、そうでなければ求職者に選ばれる要素はありません。 

まずは、以下のような状態のホームページになっていないか、チェックしてみてくだ

さい。 

□ トップページのメイン写真が施設外観のみ 

□ 掲載されている写真に臨場感がない（無人の館内や素材集の写真ばかり) 

□ 求人ページに最低限の募集条件（待遇)しか掲載されていない 

□ 入社メリット（他社との違い)が分からない 

□ 代表者からのメッセージが形式的である（具体的な言葉に欠ける) 

□ 職員紹介ページ（先輩の声)がない（少ない) 

□ 情報の更新頻度が低い（半年以上更新していない) 

□ 教育・研修制度の情報がない（少ない) 

□ 法人概要・連絡先が見つけずらい（結構あります！) 

 

 しかし、メインサイトにこれだけの情報を追加で掲載するとしたら、ゴチャゴチャ

になります。また、費用もかさむでしょう。 

 そこで、すぐ着手できる方法として、メインサイトとは別にして「求人募集サイト」 

を新たに開設してはいかがでしょうか。 

 求人に特化した内容でしたら、それほどページ数も多くなりませんし、情報が限ら 

れていますから、準備にも時間を要しません。 

 

次月 3月号では「就職したくなる！ 面接＆法人説明会の演出法、法人説明会の実施 

法等」についてご提案します。 

                                   以上 

  次月号に続く 

 

 

 

 
 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw1aPGj4PgAhUY9rwKHfhBCxgQjRx6BAgBEAU&url=http://momotukuri.com/?pid%3D122116076&psig=AOvVaw1cbQFYMMVNDipVThwIVhR1&ust=1548305986765038
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【参考記事】 

２ 人材不足倒産が最多 

                                     平成 31年 1月 6 日 日本経済新聞「朝刊」 

               件数 

                        人手不足が理由となった倒産が  

                       増えている。                    

                       東京商工リサーチの調べに 2018                                

年                       年は 11月までで 362件と前年同                                

                       期から２割強増加した。13年の調 

                       査開始以降通年ベースで最多だっ 

                       た 15 年（340件)を既に上回って 

                       おり、年間で過去最多となるのが 

                       確実だ。 

                       人手不足のタイプ別では、業務を                        

                       担う人材が確保できずに事業が続 
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人手不足倒産と倒産全体の件数 

出典：東京商工リサーチ 18 年は 11 月まで 

人手不足倒産 

けられなくなる「求人難型」が 66% 

増の 53 件と大きく増えた。 

 人材つなぎ留めための待遇改善 

がコスト増に跳ね返った「人件費 

高騰型」も 71％増の 24 件と増加 

が目立つ。代表者の病気や引退に

よる「後継者難型」は 13％増の 261 

件だった。 

 人手不足倒産に見舞われた業種

は、飲食業や老人福祉・介護事業 

貨物自動車運送業などのサービス

業が中心だ。景気の穏やかな回復

が続き、足元の有効求人倍率は

1974年以来高水準にある。 

 賃金や労働負荷の面で条件がよ

い他業種に人材が流れている。 
   2013   14   15   16    17   18   
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【参考記事】 

３ 人手不足の中で増加する女性労働力 

  ２０２０年代前半に天井、募集は５年以内 

                      出典:週刊ダイヤモンド 1月 26日号 

 人手不足が叫ばれながらも、これまでのところ、女性とシニアの労働参加率の上昇

を背景に就業者数は順調に拡大している。とりわけ配偶者のいる女性の就業者は、過

去 5年で 160万人増加した。これは同期間の就業者数の増加の 44％を占める。 

 結婚・出産後も仕事を続ける女性や、パートタイムで働く主婦の増加が日本経済の

成長を支えている。もっとも、女性労働力のいわゆるＭ字カーブはかなり解消されて

きており、数年以内に労働供給力が天井に達すると見られている。 

 では、女性の労働供給力の拡大余地はどれくらい残っているのか。総務省の「労働

力調査」によると、すぐにでも働く意欲があるが求職を行っていない女性は 229 万人

(2018 年 7 月～9 月期)存在する。こうした潜在労働力を活用できれば、当面は労働供

給力の天井を引き上げることは可能だ。 

 彼女たちの非求職理由としては「出産・育児」、「近くに仕事がありそうにない」、 

「労働時間・賃金などが希望に合う仕事がありそうにない」などの回答が目立ってい

る。 

 労働供給の一段の拡大には、保育所の整備や勤務体系の柔軟化など、子どもを持つ

女性が働きやすい環境の整備をさらに進める必要がある。 

 ただし、潜在労働力の活用だけでは、労働供給の拡大にいずれ限界が来るのも事実

である。実際、足元の労働需要の拡大ペースを勘案すると、今後５年で女性の余剰労

働力は払底すると試算される。20年代前半には、就業者数が減少に転じ、経済成長の

制約要因となる。 

 人手不足の解消に向けては、外国人労働者の活用が検討されている。だが、新たな

在留資格である「特定技能」を活用しても増加する外国人は 5年間で 35万人といわれ

る。これは就業者数を 0.5%押し上げるにすぎず労働力の減少圧力を打ち消すには力不

足である。 

 国内の労働供給が天井に達するまでに残された時間は５年程度しかない。政府は、

労働生産性を引き上げるための成長戦略やパート主婦の就業調整につながる税・社会

保険制度の見直しも併せて取り組む必要がある。 
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４ 働き方改革関連法案への対応 

             残業時間の半減作戦（参考） 
                     出典:介護施設長＆リーダーの教科書 

 埼玉県のあるディサービスでは、長時間残業が常態化していました。 

終業時間は 17時 30分まで、パートは定時に上がります。 

 しかし、4 人の社員は、毎日 19 時まで残るのが当たり前、月末になると 21 時を過

ぎることもありました。 

 中には小さな子どものいるお母さんもいます。彼女から「このままだったら、辞め

ないと」という声がもれてきました。危険な状況です。 

 

施設長ならどうされますか? 

 残業の多いスタッフにヒアリングして原因を分析し、それを１つ 1つ解決していく。 

それがセオリーですね。その作業はとても大切です。しかし、もっと良い方法はない

でしょうか。 

 この状況を一変させたのは「目標の設定方法」を変えたことでした。 

普通、残業時間削減というテーマでは「１時間短縮」「2 時間削減」とあるように実

現可能な目標を設定します。しかし、こんな小さな目標ではなく、最初から「５０%

カット」と大きな目標を設定します。 

 なぜなら目標が小さいと、改善内容も小さくなります。しかも、１割減らした程度

では、インパクトも弱いですし、なにより着手する職員たちの「減らそう」というモ

チベーションがあがりません。１割程度の削減目標では、さほど魅力はありません。 

 それが「５０％カット（半減)」という目標では、ちっとした取り組みでは達成でき 

ないでしょう。根本的な変革をしなければなりません。実現すれば職員の方にも大き 

なメリットになります。 

 「５０％カット」を掲げるテクニックは（テクニックというほどのこともありませんが)残

業だけでなく会議でも使えます。 

半分の時間でやろうとすれば、自ずと無駄口は減ります。会議でも参加者の中には、 

「早く結論を出さなければ」という気持ちが芽生え、短時間で議論が深まります。 
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さて、冒頭のディサービスでは、以下のような成果があがりました。 

実施前の状況 月平均残業時間 32時間（1日 1 時間 27分) 

残業の原因 ・夕礼が長い（平均 20分) 

・デスクワークは全て 17時 30分以降に実施 

・残業時間中、おしゃべりが多い 

・残業時間に外部からの電話に対応 

改善策 □夕礼を立ったまま実施 

□夕礼の「式次第」の作成（半分の 10分で終わるように) 

□夕礼に１人だけ参加せず、デスクワークを開始する 

□水曜日、土曜日を「ＮＯ残業ＤＡＹ」に設定 

□17:30に留守番電話設定 

□残業前に「業務内容」と「退勤予定時刻」を個別に施設長 

 等の上司に報告 

□残業ボード（誰が残業するのかを掲示)を設置（図 1) 

□17:30～18:00は「サイレントタイム」として、質問以外の会 

 話は禁止 

実施後状況 月平均残業時間 11時間（１日 30分) 

 

図１ 残業ボード 

午前中                    午後 

残業する   残業しない  検討中 

 

 

 

 

 

 

 

 残業する  残業しない 検討中 

13:00までに記載する 13:00までに記載する 

 

 驚くべき成果ですね、やったことは「50%減」という目標を掲げ、それによってスタ

ッフの意識を変えただけです。 

 簡単な方法ですから、施設の残業時間、会議時間に悩みを抱えているのであれば、

すぐにでも実行できることばかりです。 

 

 

山田 

渡辺 

加藤 

鈴木 

渡辺 

鈴木 

 

山田 

加藤 
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【参考記事】 

違法残業 スバル是正勧告 

                            出典： 平成 31年 1月 25日 日本経済新聞 「朝刊」 

 ＳＵＢＡＲＵ（スバル)の群馬製作所（群馬県太田市)で社員の違法残業や残業代未

払などがあったとして、太田労働基準監督署が同製作所に是正勧告していたことが 24

日同社への取材でわかった。労基署の調査で労使協定に違反する残業や深夜割増賃金

の未払が確認された。勧告は 17 年 7月 28日付。 

 群馬製作所では、男性社員（当時 46)が 16 年の 12 月に自殺し、その後同労基署が

上司からの叱責と長時間労働を原因とする労災として認定していたことも判明。労基

署はうつ病を発症していたと認めた。 

 同社は男性社員の自殺と勧告を受け、17 年 12 月～18 年１月に全社員１万 7 千人に

対し労働時間の実態を調査。15 年７月～17 年 6 月に約 3400 人が勤務記録のない残業

をしていた。未払残業代は約７億７千万円により既に支払った。 

 調査では、残業を実際より少なく申し出て理由は「職場で定められた残業時間の上

限目安を超えないよう申請を控えた」、「自身が成果を残すための残業なので申請を

控えた」などが目立った。同社は「上司による指示は確認できていないが、自主的な

忖度（そんたく)とは受け止められない」としている。 

 

５ 明らかになったサービス残業の実態 

   介護福祉士、ヘルパーのサービス残業 

               出典:パーソナル総合研究所 中原淳 長時間労働に関する実態調査 

 社会では、残業代が支払われる残業だけでなく、違法ではありますが実際には残業

代が支払われない「サービス残業」が横行しています。 

 一体、サービス残業が多いのはどんな仕事でしょうか。調査の結果、残業時間の中

でもサービス残業が多い業種として浮かびあがったのが、教育・学習支援業、不動産

業、物品賃貸業、宿泊、飲食サービス業でした。 

 教育・学習支援といっても今回の調査では、学校の教員は含まれていないため、主

に民間の学習塾などがあたります。 

 ちなみに、幼稚園教諭や保育士、介護福祉士・ヘルパーなどの人間に直接関わる職

種は、残業自体は長くないものの、サービス残業率が高いのです。 

 これらの職種はいずれも離職率が高いのですが、このサービス残業が多いことも一

因となっている可能性があります。 
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 職種、業種をまたがった大規模調査によって「どのような職務特性（仕事上の特徴)

が残業時間を増やしているのか」も見えてきました。 

 最も残業時間を増やしていたのは「突発的な業務が頻繁に発生する」職務で、こう

した特性が一番高い職種は、介護福祉士・ヘルパーです。その後には、「仕事の相互

依存性（自分の仕事が終わらないと他の人の仕事も終わらない性質)が高い」「社外関

係者・顧客とのやり取りが多い」といった職務特性が続き、人との関わりあいの多い

職種に残業が生まれやいすいことがわかりました。 

 

業種別サービス残業の順位 

（サービス残業をしている人に限定) 

業種別      業 種 内 容 調査対象数 サービス残業月平均時間 

１位 運輸業、郵便業 ２４１ ２７．４３ 

２位 教育、学習支援業 １０４ ２４．４３ 

３位 不動産業、物品賃貸業 ７８ ２２．２６ 

４位 情報通信業 １９４ ２１．３２ 

５位 建設業 ２１０ ２０．５８ 

６位 生活関連サービス業、娯楽業 ５４ １８．６９ 

７位 サービス業全般 

（宿泊、飲食、生活関連サービス業など以外) 

３８６ １８．４５ 

８位 宿泊業、飲食サービス業 ８２ １７．９９ 

９位 学術研究、専門・技術サービス業 

(法律、税理士、測量など) 

３８ １７．８１ 

１０位 卸売業、小売業 ４０３ １７．０４ 

１１位 電気・ガス・熱供給・水道業 ７９ １６．０７ 

１２位 金融業、保険業 １７２ １６．０５ 

１３位 製造業 ８２４ １４．７８ 

１４位 医療、介護、福祉 ３５５ １０．９２ 
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【テクノロジー】 

Ⅲ 未来の介護現場でのロボット化、ＡＩ化 

 平成 31年１月４日の日本経済新聞「朝刊」の一面に「新幸福論」として非常に興味

深い記事が掲載されました。内容は次のとおりです。 

お客「実はキャシュカードをなくしちゃって」 

ジェイミー「お気の毒に。とにかく早く止めなくちゃね」 

 

 実は、この「ジェイミー」は女性の姿をした人工知能（ＡＩ)ロボットである。 

すでに、オーストラリア・ニュージーランド銀行に導入されています。 

 相手は困っているのか、怒っているのか。表情や会話の内容から感情を分析するため

にお客にストレスを与えない。利用した 50代の男性は「気持ちを汲み取ってくれる」

と満足そうだ。ジェイミーは半年間で５万件もの会話をこなした。 

 進化はとどまらない。ＡＩを使えば現在の技術で 3年以上かかっているデータ処理を

1秒ほどででき、ＡＩの学習能力も飛躍的に高まる。未来の対話型ＡＩは今の感情を読

むだけでなく、先の行動まで瞬時に予測。本人が気付くよりも早く何がしたいのかを言

い当てるようになる。 

 

 私はこの記事を読んで、まるで「鉄腕アトム」じゃないか 

と思いました。私が子供のころテレビ放映され人気の高かっ 

たマンガです。当時は夢物語りであった「鉄腕アトム」がも 

う現実の世界となっているようです。 

 私は、これまで、いかにＡＩやロボットが発展しても人間 

の感情を読み取ることができなければ、介護は人間でしかで 

きない職業であると考えてきましたが、人間の感情を読み取 

り、それに対応して会話ができるロボットが出現するとなれば、「しばらくの間（鉄

腕アトムのような介護ロボットが出現するまでの間)は、介護は人間しかできない職業

です」と訂正しなければならないのかもしれません。 

  

 私もあと 20 年もすれば介護施設のお世話にならなければならないかもしれません

が、その時にお世話になるのは、人間なのか、それとも介護ロボットなのか。 

 仮に鉄腕アトムのような介護ロボットが広く普及すれば、介護業界は、今のような

人手不足に悩むこともなくなり、外国人労働者に頼ることもなくなるでしょう。 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN39LT5ILgAhXExLwKHd05ANcQjRx6BAgBEAU&url=https://matome.naver.jp/odai/2137673930090186101&psig=AOvVaw3xU1jHyZbvHuJgiNqRHOj0&ust=1548294509427870
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://dime.jp/genre/files/2017/09/geek2150.jpg&imgrefurl=https://dime.jp/genre/448786/&docid=fFmc9WW-jh0KDM&tbnid=EBmCnsaGnjHLMM:&vet=12ahUKEwj7rOb2uoPgAhVFjLwKHQi3BTQ4ZBAzKBwwHHoECAEQHQ..i&w=420&h=315&bih=767&biw=1366&q=%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwj7rOb2uoPgAhVFjLwKHQi3BTQ4ZBAzKBwwHHoECAEQHQ&iact=mrc&uact=8
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 介護技術にしても人間よりもはるかに早くマスターしますから心配はいらないかも

しれません。しかし、当分の間は介護はロボットに代替されることはないと考えてい

ます。それまでは、介護の現場では、人手不足に悩むことになるでしょう。 

 さて、電気通信大学院教授の長井隆行氏は「2025大予測 Ａｓｓｏｃｉｅ日経ビジ

ネス 2018 年 9 月号」で、”2025 年、ＡＩは「心」を持つ、ロボットと人間が協働す

る世界に”という論文記事を掲載しています。そして、「大胆予測 2025年に起こり

そうなこと」として次の 5つの事柄を紹介しています。 

（１）ロボットが喜怒哀楽を示すようになる 

（２）研究室レベルではＡＩに心をもたせることができる 

（３）人間とＡＩが簡単な雑談をするようになる 

（４）客観的事実を伝える新聞記事はＡＩが執筆する 

（５）店舗で人間とＡＩロボットが協働する 

                さて、そうなるともはや「鉄腕アトム」から「ド

ラえん    えもん」の世界となります。 

                すなわち、ＡＩやロボットが私たち人間の仕事を 

               奪うのではなく、これからは協働して仕事をするた 

               めのスキルを人間が学ばなければならなくなります。 

その証拠に現在の 

              仕事の”淘汰”はすでに始まっており、特に業務

のＡＩ化に積極的な銀行業界では大リストラ時代に突入しています。一般に定型の作

業や事務的な作業ほどＡＩに代替されやすいと言われており、多くのホワイトカラー

事務職の作業がＡＩに代替されつつあると言われています。 

  

 では、介護職員や看護師、そして税理士法人はどうなるのでしょうか。 

◆介護職員・看護師 

 介護職員や看護師などの仕事は多岐にわたり、頭脳を使うと同時に、体を使う肉体

労働も多く含んでいます。ロボットがそれらの全てを行えるようになるには、まだま

だ時間がかかると思われます。 

◆税理士法人 

 知識があっても、資格を持たなければできない仕事があります。医師、弁護士、公

認会計士、税理士などです。そうした分野は法的な理論も必要になるため、当面はＡ

Ｉに代替されることはないでしょう。 

 出典：「ＡＩ時代を生き残る仕事の新ルール」 

               著者 ﾆｺﾗﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞ-社長 水野 操氏  

  

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN1K6c5YLgAhWJxbwKHf2qDvgQjRx6BAgBEAU&url=https://matome.naver.jp/odai/2142547614780240801&psig=AOvVaw1b0znHnyrKVWNZJhoQ6q9k&ust=1548294605593611
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 さて、介護職員・看護師、税理士法人は、あくまでもしばらくは、あるいは当面の

間ということで、永久的にＡＩやロボットに仕事を奪われないという保証はありませ

ん。 

 私たちが失職しないためには、これからもより高度な技術や知識の習得に励み、緊

張感をもって仕事に取り組まなければならないでしょう。そして、人は改めて人間と

しての仕事観、幸福感、価値観を問い直す時代がくるのかもしれません。 

 

１ 介護業界のＩＣＴ化、ロボット化 
 介護業界の生産性は、他業界以上に低いと言われています。そもそも、介護保険法

による「人員基準」がそれを求めているのですから、改善の余地も少ないのですが、

例えば特養では、入居者と介護職員の割合は３対１と決められています。入居者３人

の収益で介護職員 1人の給料を賄っているわけです。 

 私は、この事実を教えていただいて、びっくりしたのですが、実際に施設の方にお

尋ねすると入居者と介護職員の割合である 3 対 1 では、十分なサービスができないた

め、2対 1、中には 1.5 対 1で運営している施設もあるとお聞きしました。 

               

              介護業界では、これから先介護報酬が劇的に上がるこ

と             とは期待できませんし、人手不足もあることから、生            

産性を上          産性あげ、少人数でも運営できる状態にしなければな

りま            りません。 

              そして、施設で働いておられる職員の方々の給与水準 

              の向上を目指さなければなりません。 

 その１つの取り組みとして、ケアプランをＡＩ化（人口知能)しようという動きがあ

ります。ＡＩの能力は人間が３年間かけて計算するものをわずか 1 秒足らずで計算す

るのですから、これを使わない手はありません。 

 勿論、機械は万能ではありませんし、過度期にはいろいろな問題が起こるかもしれ

ません。しかし大きな流れとしては、機械化できることは機械に任せ、人にしかでき

ないことに集中する。 

ケアマネジャーはケアプランを作る作業で機械化できるものは機械化し、利用者や

その家族の親身な相談相手として専門知識を生かしたサービスに集中するなどの業務

に特化することが求められることでしょう。 

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX9Mul54LgAhWDvrwKHXDcD9UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.minnanokaigo.com/search/yamanashi/tokuyou/&psig=AOvVaw1RfCuDRSw5hVE4psGQmQjI&ust=1548295203974526
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２ 介護スタッフが介護ロボットに後ろ向きになる 

  理由 

 介護スタッフが介護ロボットやＩＣＴ機器を使うことに前向きな人は、現在は少数

派のようです。後ろ向きになる理由として、「ロボットによる介護には心がこもって

いない」や「システムが信用できない」というものです。 

 しかし、介助される側の「要介護者」では、以外にも半数近くが前向きな意見をも

っています。 

「いつもスタッフがたいへんそうだから、ロボットで負担が軽くなるなら是非使って 

ほしい」という趣旨の意見をお持ちの方も多くおられるようです。 

 実際に、介助用リフトやロボット、ＩＣＴシステムを導入する際の一番のハードル

は「現場スタッフ」です。導入しても使ってもらえないのです。 

 使わない理由の一つに、こうした機器の完成度がまだ低いというとこがありますが 

スタッフたちの気持ちの中には「操作を覚えるのは面倒」「使い慣れていない」とい

うこともあると思います。導入している施設でも触れることすら拒むスタッフもいる

と報告されています。本当に一筋縄ではいかないようです。 

 

 平成 29 年４月 14 日に開かれた第７回未来投資会議の席で、安倍晋三総理は「介護

ロボット、センサーの導入を後押しする」というニュアンスの発言をしました。実際

に厚生労働省では、導入を促進する補助金が予算化されました。 

 

 繰り返しになりますが、今後は介護業界の生産性を高めるうえでＡＩ化、ＩＣＴ化、

ロボット化は不可欠ではないでしょうか。 

 施設長としては、そこに投資する意識を持たなければいけませんし、経営者にもそ

のことを理解してもらわなければならないのではないでしょあか。 

 今は、現場スタッフがこうした機器を活用して仕事をすることに、少しずつ慣れる

時期かもしれません。 

 

 

 

 
 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://kaigo-shigoto.com/lab/wp-content/uploads/2015/12/284817.jpg&imgrefurl=https://kaigo-shigoto.com/lab/archives/3230&docid=q4iUNT88CpkLGM&tbnid=ztgZ8qBGwue0iM:&vet=12ahUKEwi6soSjvYPgAhUKe7wKHSjuCDs4ZBAzKB0wHXoECAEQHw..i&w=200&h=150&bih=767&biw=1366&q=%E8%8B%A6%E6%89%8B%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwi6soSjvYPgAhUKe7wKHSjuCDs4ZBAzKB0wHXoECAEQHw&iact=mrc&uact=8
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Ⅳ 社会福祉法人最新報告 
 

 2019年度介護報酬改定に関する審議報告 

社会保障審議会介護給付費分科会 2018年12月26日 

介護職員の処遇改善については、2017年度の臨時改定も含めこれまで数度にわたる

取組を行ってきたが、今般「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）

において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職

員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。 

具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることがで

きるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10

年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、

公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされ、2019年10月の消費税率引上げ

に伴う報酬改定において対応することとされた。 

また、介護保険サービス等に関する消費税の取扱いについては、2019年10月に予定

されている消費税率10％への引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負

担が生じないよう、対応について検討する必要がある。  

当分科会においては介護職員の処遇改善及び介護保険サービス等に関する消費税の取

扱いについて議論を行ってきたが、これまでの議論に基づき、2019年度介護報酬改定

に関する基本的な考え方を以下のとおり取りまとめたので報告する。 

 

１．介護職員の処遇改善 

(１）基本的な考え方 

○介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決定す 

 べきものであるが、現下の厳しい介護人材不足、依然として小さくない他産業との 

 賃金差等の中、介護離職ゼロ等に向けて介護職員の確保、定着につなげていくため 

 には、公費・保険料による政策的対応も必要である。その際、今後も確実な処遇改 

 善を担保するためには、現行の処遇改善加算と同様、介護報酬における加算として  

 必要な対応を講ずることが適当であると考えられる。 

○このため、2019年度介護報酬改定では、現行の介護職員処遇改善加算に加えて、介 

 護職員の更なる処遇改善を行うこととし、具体的には、リーダー級の介護職員につ 

 いて他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある介護職員に重点化しつ 

 つ、介護職員の更なる処遇改善を行うことが適当である。 

○その際、新しい経済政策パッケージにおいて、「他の介護職員などの処遇改善にこ 

 の処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提」とさ 

 れていることを踏まえ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度に  
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 おいて、介護職員以外の職種にも一定程度処遇改善を行う柔軟な運用を認めること  

 が適当である。 

○また、今般の処遇改善について、介護人材の確保等の目的が達成されたか効果検証 

 を行うとともに、介護職員の確保に当たっては、処遇改善だけではなく離職防止に  

 向けた総合的な取組を行うことが適当である。 

○なお、介護職員の処遇改善については、例外的かつ経過的な取扱いとして設けられ  

 たことを踏まえるべき、その必要性は認めつつも、保険者や利用者の負担に配慮す 

 べきとの意見があった一方で、従来の交付金から財源の安定性の観点から加算で行 

 うことになった経緯を踏まえるべき、更なる処遇改善を引き続き検討していくべき 

 との意見があった。 

○本分科会で出された意見も踏まえつつ、処遇改善の在り方については、今般の処遇  

 改善の施行状況等を踏まえ引き続き検討することが適当である。 

 

(２）加算の対象（取得要件） 

○加算対象のサービス種類としては、今般の更なる処遇改善がこれまでの数度にわた  

 り取り組んできた介護職員の処遇改善をより一層進めるものであることから、これ 

 までの介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とすることが適当である。 

○長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、 

 職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、 

・現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得している事業所を対象と  

 することと 

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見 

 える化を行っていること 

を求め、加算の取得要件とすることが適当である。その際、職場環境等要件に関し、

実効性のあるものとなるよう検討することが適当である。 

○なお、これまで処遇改善の対象となっていないサービス種類についても、これらの  

 サービス種類における担い手不足や医療ニーズ対応の必要性、賃金の実態等を踏ま 

 え、加算の対象とすべきとの意見や、現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）  

 の取得に向けた支援を強化すべきとの意見もあった。 

 

(３）加算率の設定 

①サービス種類ごとの加算率 

・介護職員確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、 

 経験、技能のある介護職員が多いサービス種類を高く評価することとし、サービス 

 種類ごとの加算率は、それぞれのサービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士の  
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 数に応じて設定することが適当である。 

 

②サービス種類内の加算率 

・現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担、新しいサービス種類・ 

 事業所があることに、一定の留意をした上で、同じサービス種類の中でも、経験・ 

 技能のある介護職員の数が多い事業所や職場環境が良い事業所について更なる評価 

 を行うことが望ましい。 

・このため、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所を評価するサービス提供  

 体制強化加算等の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定することが適当であ 

 る。なお、経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより 

 精緻に把握する観点から、その方法について、今後検討することが必要である。 

 

(４）事業所内における配分方法 

○(１）の基本的な考え方を踏まえ、経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、 

 その他の職種の順に配分されるよう、事業所内の配分方法は以下のとおりとするこ 

 とが適当である。なお、配分に当たっては、経験・技能のある介護職員、その他の   

 介護職員、その他の職種について、こうした区分ごとの平均の処遇改善額を比較す 

 ることとし、それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できるこ 

 ととする。 

①経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、その他の職種の設定の考え方 

・経験・技能のある介護職員は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士 

 の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量  

 で設定できることとする。 

・その他の介護職員は、経験・技能のある介護職員以外の介護職員とする。 

・その他の職種は、介護職員以外の全ての職種の職員とする。 

②具体的な配分の方法 

・経験、技能のある介護職員において、月額８万円の処遇改善となる者又は処遇改善 

 後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金（年収440万円）以上となる者を設定・確保  

 すること。これにより、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準 

 を実現する。 

 ※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的  

 な説明を求める。 

・経験・技能のある介護職員は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の２倍以上と 

 すること。 

・その他の職種は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の２分の１を上回らないこ 

 と（※）。 
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また、更なる処遇改善において、リーダー級の介護職員について他産業と遜色の 

 ない賃金水準を目指す中で、改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金（年収  

 440万円）を超えない場合に改善を可能とすること。 

 ※平均賃金額について、その他の職種がその他の介護職員と比べて低い場合は、柔  

 軟な取扱いを可能とする。 

○なお、その他の職種への配分について、より事業所の裁量を認めるべきであるとの 

 意見や、一部の職員に過度に配分することによる職場環境への影響に留意すべきと  

 の意見、小規模事業所について、法人単位での対応を可能とする等の配慮を求める  

 意見もあった。 

 

２．介護保険サービス等に関する消費税の取扱い 

(１）基本単位数の取扱い 

○基本単位数の上乗せ率については、人件費、その他の非課税品目を除いた課税経費 

 の割合を算出し、これに税率引上げ分を乗じて基本単位数への上乗せ率を算出する  

 ことが適当である。 

 

(２）加算の取扱い 

○課税経費の割合が大きいと考えられる加算については、基本単位数への上乗せと同 

 様に課税費用に係る上乗せを行うことが適当である。 

○一方、上乗せすべき単位数が１単位に満たない等個別に上乗せ分を算出して対応す  

 ることが困難な加算については、基本単位数への上乗せに際し、これらの加算に係 

 る消費税負担分も含めた上乗せ対応を行うことが適当である。 

○その際、単位数ではなく基本単位数の割合で設定されている加算や、交通費相当額 

 で設定される福祉用具貸与に係る加算については、上乗せ対応を行わないことが適 

 当である。 

 

(３）区分支給限度基準額 

○消費税引上げに伴う基本単位数等への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量の  

 サービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える利用者が新  

 たに生じる可能性があること等から、消費税率引上げの影響分について、区分支給 

 限度基準額を引き上げることが適当である。 

 

(４）基準費用額、負担限度額 

○2017年度介護事業経営実態調査による平均的な費用額と基準費用額を設定した際の 

 平均的な費用額に一定の変動幅がみられるとともに、一部費用については、消費税 

 率引上げにより負担が増加することが見込まれる。このため、利用者負担への影響 
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 を加味しつつ、８％から10％への消費税率引上げによる影響分を現行の基準費用額  

 に上乗せを行うことが適当である。 

○また、基準費用額については、今後介護事業経営実態調査で実態を把握した上で、  

 どのような対応を図るべきか引き続き検討することが適当である。 

○他方、食費・居住費に係る負担限度額については、入所者の所得状況等を勘案して  

 決めており、これは消費税率の引上げにより直接的に変動するものではないことか 

 ら、見直しは行わないことが適当である。 

○なお、基準費用額について実態把握の方法に関する意見や、消費税の影響分のみな  

 らず実態を踏まえた対応を行うべきとの意見もあった。 

 

(５）特定福祉用具販売、住宅改修サービス費及び福祉用具貸与 

○特定福祉用具販売及び住宅改修サービス費については、市場価格による保険給付が  

 行われており、特段の対応は行わない一方で、本年 10 月から設定された福祉用具貸  

 与の上限額について、税率引上げ分を引上げることが適当である。 

 

                    赤文字の箇所は当方で色付けしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 社会保障審議会介護給付費分科会 
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【ちょっと気になる新聞報道】 
 

 

 

平成 30 年 12月 28日 日本経済新聞 「朝刊」 

◆「伴侶介護したい」妻は３割 

 夫は伴侶を介護したいが、妻はそうでもない…  

 40代以上の配偶者の介護に関して聞くと、妻の介護を 

したい男性は 53.4%を占めたが、夫を介護したい女性は 

30.9％と大きな差があることが民間調査で分かった。 

 調査の担当者は「女性は介護を現実的な問題と捉え、 

体格差など具体的な難しさを想定しているのではないか」 

と分析している。 

ロボット介護への期待高まる 

 また、ロボットによる身体介護を受けたいかどうかを聞くと「積極的に受けたい」

「推奨されていれば受けてもよい」との答えが 83.4%に上がった。 

                   理由は「ロボットは気を使わない」が最多 

                  だった。高齢者向け住宅事業を運営するオリ                                                  

                  ックス・リビング（東京)が 9月に 40代以上 

                  の男女約 1200人を対象にインターネットで 

                  調査した。 

                   介護に自信があるかを尋ねると「ない」「あ 

                  まりない」とした男性が 84.3％、女性が 87.1% 

                  に上がった。 

                   配偶者の介護を「したいと思わない」と答

えた人は男性が 5.2％だったのに対し、女性は 15.3％だった。ロボットによる介護を

受け入れるとした回答が占める割合は 2011 年に調査を初めて以来、最も高くなった。 
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◆働き方改革、企業はプラスアルファを  

平成 30 年 12月 31日 日本経済新聞 「朝刊」 

 2019年は「働き方改革元年」といっていいだろう。政府が日本再生の最大のチャレ

ンジとして検討した働き方改革関連法案が最初の施行日を迎える年だからだ。ただ企

業の相談を受ける中で気になるのは、法改正に渋々対応する、消極的な企業が少なく

ないことである。人事制度を根本的に見直し、企業 

の成長につなげる意欲を強く持つべきである、と訴 

えたい。 

 働き方改革関連法では、罰則付きの時間外労働 

の上限規制が導入された。中小事業主以外の会社 

については 19年 4月 1 日に施行となる（中小企 

業は 20 年 4月 1日より施行)。 

改正の目的は長時間労働の是正だが、生産性向上 

の方策なしに強引に残業時間を削減しようとする 

と、仕事の質を低下させる。労働者に過大な心理的負担を与える恐れもある。 

 現時点で改革に成功している会社は、業務の効率化による生産性向上に取り組み、

成果主義的な評価制度の導入や削減できた残業代の還元をセットで実施している。法

律遵守することのみを目的に残業時間を減らすだけでは、働き手の士気低下を招く。 

 ボーナスへの上乗せやスキルアップに対する支援など、残業メリットを小さくする

仕組みが必要だ。 

                          「同一労働同一賃金」規制の導入も改革 

                    の目玉だ。主に契約社員など非正規労働     

                    者の処遇改善に目的があるが、労働者の 

                    能力経験、業務内容、役割、成果、責任 

                    などに応じて賃金を決めるべきだとの考 

                    えは実は、日本の企業の人事制度に大き 

                    な影響を与えるものと考えておくべきだ。 

 伝統的な日本企業は年功序列や正社員優遇制度を採用し、労働と賃金を紐付ける仕

組みをとっていない企業が多い。ところが近年は若くて有能な人材が同一労働同一賃

金に近い制度を取り入れる外資企業に流れる傾向にある。 

 昔ながらの人事制度では有能な人材を確保できず、衰退していく可能性がある。 

契約社員やバートタイマーの処遇改善をするだけでは、長期的な競争力は高まらない

し、人出不足の根本的な解消にはつながらないだろう。 

 改革の勝組企業になるには、さらなる「プラスアルファ」が必要だ。 
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◆シニアに成果給・ポスト 

処遇改善、就労意欲高める 

平成 30 年 12月 31日 日本経済新聞 「朝刊」 

 シニア社員の処遇を改善する動きが企業に広がってきた。60歳の再雇用時に減額さ

れることが多かった基本給を引き上げるだけでなく、 

成果報酬の導入や責任の重いポストの用意で就労意 

欲を高めようとしている。政府が目指す 70歳まで 

働く社会づくりにはシニアの活用が欠かせない。 

厚生労働省はこうした流れが中小企業にも浸透する 

よう補助金で後押しする。 

 60歳以上で働く人の数は 2017年度の平均で約 1340万人。就業者全体の 2割を占め

る。高年齢者雇用安定法では希望者全員 65歳まで雇うよう義務づけており、就業者は

増えている。 

 厚労省によると 65歳まで雇用を確保するために企業が導入しているのは 8割が継続

雇用制度だ。60 歳で定年を迎えると嘱託などで再雇用する。この際、賃金は 2～3 割

下がるのが一般的。60～64 歳の平均賃金は 27.5 万円と 55～59 歳の 36.4 万円を大き

く下回る。ただ年齢を理由に一律で賃金を下げる仕組みは働き手の意欲低下につなが

りかねない。能力のある技術者らは中国など新興国の企業に転職する動きもあり、人

材流出につながる面もある。こうしたなか、就労意欲を高めるためにシニアの処遇を

見直す企業が増えている。味の素ＡＧＦは 18 年７月から 60～65 歳の再雇用のシニア

社員の給与体系を見直し、賞与も成果を反映するように制度を変えた。これによって

年収は従来に比べて 3 割増えるという。週休 3 日制を導入したほか、勤務地の希望も

出せるようにして、シニア社員の待遇を改善し、働き手を確保する狙い。若手へのノ

ウハウ伝承などに力を発揮してもらう。 

 ＪＲ西日本は 18 年度から再雇用したシニアの基本給を加算する待遇改善に合わせ

て、働きぶりに応じた給与で報いる姿勢を鮮明にした。出勤日数に固定額で支払う「精

勤手当手当」を勤務成績が「優秀」なシニアだと 4 万円から 5 万円に増額。「特に優

秀」だと 6万円から 10 万円にアップさせた。 

 一方、出勤停止になったり、勤務成績がよくない場合は減額したりしてメリハリを

つける。「一層の活躍に期待し、モチベーション高くして業務に精励してもらうため」

と担当者は狙いを話す。 

 ポストで処遇する企業もある。自動車部品メーカーのヨロズは 70歳まで雇用年齢を

を引き上げたのに合わせて 1 年契約でそのまま管理職を続けてもらう「職制契約社員
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制度」を設けた。従来の嘱託社員だと給与は定年前の７割の水準に下がるが、同制度

の社員だと減額なしで 100％もらえる。 

 ベアリング大手のＮＴＦも 18年度から再雇用シニアの給与を年収ベースで 25%引き

上げた。プロジェクトリーダーなど一部役職への任用もできるようにしており、経験

を生かして専門能力を発揮してもらう。 

 

 大手よりも人材不足が深刻な中小企業にもこうした取 

り組みを広げようと、厚生労働省はシニア社員を対象に 

成果重視の賃金制度を導入する企業に補助金を出す。 

年齢ではなく人事考課によって給与制度を見直した場合 

に１社あたり最大 22万 5千円の補助金が出る。財源は 

雇用保険から拠出する。 

 15～64歳の生産年齢人口は 40年に 6千万人を割り込 

み 15 年と比べて 1600 万人余り減る見込みで経済成長を続けるには高齢者の労働参加

が欠かせない。ただ、企業が人件費を増やさずにシニアの処遇を厚くすると 60歳未満

の賃金水準が下がりかねない。 

 人件費増を吸収する生産性の向上や、年齢ではなく能力に応じた給与・人事体系に

することが重要になる。 

 

◆７０歳雇用の条件 

平成 30 年 12月 31日 日本経済新聞 「朝刊」 

最適解探る動き 

 ホンダは 17年、定年を 60歳から 65歳にした。基本は以前と同じ仕事にし、海外駐

在もある。賃金水準は 59歳時点の 8割と厚くし、対象者の大半が定年延長を選んだ。 

シニアの意欲を保つ仕組みは将来 66 歳以上を雇用する制度を導入するとしても生き

る。               

                 経験がものをいう営業職に限り、再雇用の年 

                齢制限を撤廃した大和証券グループ本社。 

                営業職以外は 65歳が上限だが、将来の条件緩和や 

撤廃を視野に 45歳以上に資格取得などを促す。 

スキル向上に応じて給与も上げ、意欲の維持を目 

指す。社会に持続可能なシニア雇用を安定させ、働く意欲も高める解はなにか、清

家篤・前慶應義塾長は「年功型の賃金カープの見直しは欠かせない」と指摘する。 
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 定年制がないライフネット生命保険は昨年４月に人事制度を見直し、１年間の技術

や意識の成長評価を賃金に反映するようにした。 

 65歳定年のＳＣＳＫはシニアの活躍次第で 500万円近くも年収が変わる。成長を目

指して成果を上げれば、年齢を問わずに報いる。体力などに応じ、緩やかな働き方も

用意する。シニア雇用の実現に求められるのは、従来型の人事・賃金制度や働き方の

「再設計」にほかならない。 

 

◆４０年の就業者２割減予測 

平成 3１年 1月 19日 日本経済新聞 「朝刊」 

 厚生労働省は 15日、2040年の就業者推計を公表した。日本経済がゼロ%成長に近い 

状態が続き、女性や高齢者らの労働参加が進まない場合、40 年の就業者数は 17 年と

比べ 1285 万人減の 5245 万人と 20%減る見通しだ。デジタル技術の活用による生産性

の向上や多様な働き方の実現が急務になっている。 

 厚労省の雇用政策研究会が集計を載せた報告書 

の素案を公表した。厚労省が 40 年の就業者推計 

を出すのは初めて。推計数値は独立行政法人の労 

働政策研究・研修機構がはじいた。 

 産業別で最も就業人数が減るのは卸、小売り業 

で 287万減で(26%減）の 830万人となる見込み。 

鉱業・建設業も減少が数が多かった。唯一増えるのは、医療・福祉業で 103万人増（13％

増)の 910万人と最大になる。 

 一方、仮に経済が高成長し女性や高齢者の労働参加が進んだ場合、就業者数は 506

万人（8%)減の 6024 万人と推計。子育て期の女性の就業率がさがる「Ｍ字カープ」解

消が進むことなどが前提で自動化の進展も重要な要素と位置付けた。  

 

◆ご近所人材に脚光 

 人手不足のなか、時間に制約のある主婦らに家の近所で短時間働いてもらう動きが 

増えている。社員の仕事から住宅地での業務を切り出して任せるほか、社外でできる

仕事を住宅地の拠点に集約して近隣主婦向けに紹介するといった例が増えている。 

 通勤時間がかからず都合のよい時間に単発でできる仕事も多く、パートでも就労が

難しかった潜在労働力の確保につながりそうだ。 

 求職者は育児などの固定日時のパート就労には抵抗のある主婦らで単発で業務委託

する。1 日の都合のよい時間でこなせる業務が多い。月 1,000 人ほどの求人に対し、

応募は 2000人近いこともある。以下省略 
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研修・セミナーの開催状況について 

 税理士法人あおぞらが、三重県において、社会福祉法人向けに研修・セミナーを開

始して、1年 10カ月になります。当初は受講者が 1～2名などセミナーとはいえない、

それこそ１対 1のものもございました。 

 これまで、皆様方に認知していただくため、最低でも 1 カ月に１回はテーマを見つ

けて研修・セミナーを開催することを心がけてまいりました。 

お陰様で最近では 5～10 名の参加者があり、社会福祉法人専門の研修・セミナーとし

て定着してまいりました。これも皆様のご理解とご支援の賜物と深く感謝申し上げま

す。 

人生 100年時代 キャリアを生かす時代 

 ところで、人生 80年と言われた時代は過去のものとなり、人生 100年と言われる昨

今ですが、国の政策も労働人口世代を 60 歳～70 歳へと引き上げ、少子高齢化に対応

するための施策をいろいろ打ち出してまいりました。 

 今、社会福祉法人で勤務される若い方々も、これからの長い人生の中で、キャリア

を積むことにより、そのキャリアを活かしさらに自己研鑽を積むことで、「芸は身を

助ける」ではありませんが、より豊かな人生を歩むことができるのではないでしょう

か。高度成長期であった昭和の時代は、男性は外で働き、女性は専業主婦として家事

と育児に専念するといった家族観がございましたが、平成の時代には、男女とも職業

を持ち、協力して育児や家事を行う時代へと変化してまいりました。 

セミナー・研修を受講することはご自分の将来に役立つ 

 現在の仕事を通してキャリアを積み、研修・セミナーに参加してさらに自己研鑽し

能力を高めることは、将来必ず役立つものと存じます。また、社会福祉法人において

も、より能力のある方が長く勤務していただくことは、深刻な人手足の中、願っても

ないことです。 

 若い方だけではありません。中高年の方々においても 60歳になったら定年で退職し、

後は悠々自適の生活も悪くはありませんが、それも昭和のころの話であり、今では過

去のものとなりつつあります。人生 100 年であるならば、やはりこれまでのキャリア

を生かし、さらに新たなスキルを磨き、体の動く限りいつまでも若々しく働くことが、

生きがいのある人生へとつながる時代となりました。 

 自分のためにもなり、勤務されている法人にも役立つセミナー・研修を是非とも受

講していただきたいと存じます。 

                                    以上 
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理士法人あおぞら 

〒516-0061  

伊勢事務所 三重県伊勢市宮川２－３－１７   

           TEL 0596-24-6770 

 

〒510-0075   

四日市事務所 三重県四日市市安島 1―６―１４ 

ラ・テラビル７階 

      TEL 059-329-6670  

社会福祉法人経営アドバイザー 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅー 

前野 三駒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


